
22015.7.15

市
で
は
、
旧
４
町
の
庁
舎
を
活
用
す
る

分
庁
舎
方
式
や
現
庁
舎
が
抱
え
る
課
題
解

決
に
向
け
、
庁
舎
等
の
在
り
方
に
つ
い
て

検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

市
民
や
学
識
者
等
で
構
成
す
る
庁
舎
等

整
備
検
討
委
員
会
で
の
答
申
結
果
を
踏
ま

え
「
米
原
市
庁
舎
等
整
備
基
本
構
想
」
を

６
月
19
日
に
策
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の

概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

基
本
構
想
は
、
庁
舎
整
備
の
必
要
性
、

新
庁
舎
の
整
備
方
針
な
ど
に
つ
い
て
ま
と

め
た
も
の
で
す
。

庁
舎
等
整
備
の
必
要
性

①
現
状
と
課
題

庁
舎
の
分
散
に
よ
る

市
民
サ
ー
ビ
ス
や
行
政
効
率
の
低
下

市
の
各
部
局
が
４
庁
舎
に
分
散
し
て
配

置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
市
民
の
み
な
さ
ん

の
用
件
が
各
庁
舎
に
ま
た
が
る
場
合
は
庁

舎
間
を
移

動
し
な
け

れ
ば
な
ら

ず
、
市
民

サ
ー
ビ
ス

や
利
便
性

の
低
下
を

招
い
て
い

ま
す
。
ま

た
、
庁
舎
間
の
移
動
に
時
間
と
経
費
を
要

し
て
お
り
、
行
政
効
率
の
低
下
も
招
い
て

い
ま
す
。

危
機
管
理
面
で
の
不
安

現
庁
舎
は
耐
震
性
能
が
低
く
、
災
害
発

生
時
に
は
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
が
十

分
に
果
た
せ
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

庁
舎
の
老
朽
化
の
進
行

山
東
庁
舎
を
除
く
現
庁
舎
は
建
築
後
、

約
40
年
以
上
が
経
過
し
、
老
朽
化
が
進
行

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い
、
建
物
の
改

修
費
用
が
年
々
増
大
し
、
庁
舎
の
改
築(

建

て
替
え)

が
必
要
な
時
期
と
な
っ
て
い
ま

す
。

②
庁
舎
等
の
在
り
方

庁
舎
の
在
り
方

将
来
の
ま
ち
づ
く
り
を
見
据
え
、
望
ま

し
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に

は
、
効
率
的
で
安
全
、
安
心
な
庁
舎
機
能

の
確
保
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
現
在
の
分

庁
舎
方
式
か
ら
４
つ
の
庁
舎
を
１
つ
に
統

合
す
る
統
合
庁
舎
方
式
と
し
、
新
庁
舎
を

建
設
し
ま
す
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
機
能
の
在
り
方

こ
れ
ま
で
市
で
は
、
身
近
な
市
役
所
と

し
て
、
各
庁
舎
に
市
民
自
治
セ
ン
タ
ー
を

配
置
し
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス(

※)

の
提
供
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
市
民
意
識

調
査
で
も
市
民
の
評
価
は
高
く
、
市
民
自

治
セ
ン
タ
ー
の
維
持
が
望
ま
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
住
民
票
や
戸
籍
な
ど
の
証
明
書

発
行
や
相
談
業
務
等
の
各
種
市
民
サ
ー
ビ

ス
機
能
を
確
保
す
る
た
め
、
今
後
も
各
地

域
に
市
民
自
治
セ
ン
タ
ー
を
配
置
し

ま
す
。

＊
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

各
種
行
政
手
続
き
が
１
か
所
で
済
ま
せ

る
こ
と
が
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

～「水源の里」としての個性と魅力を受け継ぎ、未来へつなげる新たな拠点～

米原市庁舎等整備基本構想を策定しました
～「水源の里」としての個性と魅力を受け継ぎ、未来へつなげる新たな拠点～

米原市庁舎等整備基本構想を策定しました

お問い合わせ　　政策推進部　政策推進課（米原庁舎） 1 52―6626 5 52―5195

各庁舎間の距離

米原庁舎

15.5km 

10.5km 

4.5km 3.5km 

米原庁舎は耐震診断の結果、１階部分で耐震安全性
が低く、倒壊、または崩壊する危険性があります。
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新
庁
舎
の
建
設
位
置

①
候
補
地
の
抽
出

新
庁
舎
の
建
設
に
は
、
多
額
の
経
費
と

時
間
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
財
政
負
担
の

軽
減
や
最
も
優
位
な
合
併
特
例
債
の
期
限

を
最
大
限
考
慮
し
、
新
た
な
民
有
地
等
の

用
地
買
収
の
必
要
が
な
い
５
つ
の
市
有
地

を
候
補
地
と
し
ま
し
た
。

②
候
補
地
の
評
価

新
庁
舎
の
建
設
位
置
は
、
市
の
将
来
像

の
実
現
に
寄
与
す
る
「
ま
ち
づ
く
り
の
拠

点
」
と
し
て
の
視
点
を
踏
ま
え
評
価
項
目

を
設
定
し
、
５
つ
の
候
補
地
の
評
価
を
行

い
ま
し
た
。

評
価
項
目

●
市
重
要
計
画
（
総
合
計
画
、
都
市
計

画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
と
の
整
合
が

図
れ
て
い
る

●
他
の
官
公
署
や
金
融
機
関
、
商
業
施

設
等
が
集
積
し
て
い
る

●
公
共
交
通
機
関
や
車
両
に
よ
る
ア
ク

セ
ス
に
優
れ
て
い
る

●
危
機
管
理
拠
点
と
し
て
の
安
全
性
や

機
能
維
持
の
確
保
が
で
き
る

●
新
庁
舎
の
建
設
に
当
た
り
、
各
法
令

（
用
途
地
域
や
建
築
制
限
等
）
の
規
制

に
適
合
で
き
る

●
事
業
費
の
妥
当
性
や
工
期
の
確
実
性

が
確
保
で
き
る

以
上
の
評
価
項
目
か
ら
、「
ま
ち
づ
く

り
の
整
合
性
、
市
民
の
利
便
性
、
防
災
拠

点
と
し
て
の
安
全
性
」
な
ど
他
の
候
補
地

と
比
較
し
、
高
く
評
価
で
き
る
「
現
米
原

庁
舎
敷
地
」
と
「
米
原
駅
東
口
市
有
地
」

に
候
補
地
を
絞
り
込
み
ま
し
た
。

③
建
設
位
置
の
選
定

全
国
の
自
治
体
が
人
口
減
少
の
課
題
に

立
ち
向
か
い
、
魅
力
や
個
性
を
高
め
る
地

方
創
生
の
取
組
が
加
速
す
る
中
で
、
本
市

が
未
来
に
向
か
っ
て
確
か
な
歩
み
を
進
め

る
た
め
に
は
、
市
の
強
み
を
最
大
限
に
生

か
し
、
市
全
体
の
活
性
化
に
取
り
組
む
必

要
が
あ
り
ま
す
。

県
内
唯
一
の
新
幹
線
停
車
駅
で
あ
る
米

原
駅
は
、
首
都
圏
や
地
方
都
市
を
結
ぶ
滋

賀
県
の
玄
関
口
で
あ
る
と
と
も
に
、
市
内

Ｊ
Ｒ
４
駅
を
束
ね
る
鉄
道
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

を
形
成
し
て
お
り
、
都
市
機
能
誘
導
拠
点

と
し
て
の
必
要
性
や
役
割
が
高
ま
る
場
所

で
す
。

「
米
原
庁
舎
敷
地
」
と
「
米
原
駅
東
口
市

有
地
」
の
２
つ
の
候
補
地
は
、
米
原
駅
を

中
心
と
し
た
都
市
拠
点
に
位
置
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
米
原
駅
を
中
心
と
し
た
ま
ち

づ
く
り
（
土
地
利
用
の
在
り
方
）
の
観
点

か
ら
検
討
を
行
い
、「
米
原
駅
東
口
市
有

地
」
を
新
庁
舎
の
建
設
位
置
と
し
て
選
定

し
ま
し
た
。

―庁舎等整備基本構想―　

統合庁舎を建設し、各地域に市民自治センターを配置します

・ 現庁舎や分庁舎方式が抱える課題解決を図るため、統合庁舎の
建設を進めます。

・ 今後も身近な市役所として、住民票や戸籍などの各種証明書発
行業務等の市民サービス機能を確保するため、各地域に市民自
治センターを配置します。

候補地

①米原庁舎敷地

②山東庁舎敷地

③伊吹庁舎敷地

④近江庁舎敷地

⑤米原駅東口
市有地

所在地

下多良三丁目3番地

長岡1206番地

春照490番地１

顔戸488番地３

米原1016番地（外１筆）

用途地域
（建ぺい率/容積率：％）
第1種中高層住居専用地域

（60/200）
第1種住居地域
（60/200）

近隣商業地域
（80/200）

無指定地域（市街化調整区域）
（70/200）

商業地域
（80/400）

敷地面積
（㎡）

10730

8280

3190

6960

7090
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―庁舎等整備基本構想―　

新
庁
舎
の
規
模

新
庁
舎
の
規
模
（
延
床
面
積
）
は
、
１

万
平
方
メ
ー
ト
ル
程
度
と
し
ま
す
。

こ
れ
は
、
議
員
数
と
職
員
数
か
ら
、
総

務
省
の
起
債
許
可
標
準
面
積
算
定
基
準

（
以
下
「
総
務
省
基
準
」
と
い
う
）
を
基

に
算
出
し
、
併
せ
て
、
総
務
省
基
準
に
含

ま
れ
な
い
付
加
機
能
（
危
機
管
理
機
能
、

多
目
的
機
能
等
）
の
面
積
を
他
市
の
事
例

を
参
考
に
算
出
し
ま
し
た
。

新
庁
舎
整
備
の
方
向
性

米
原
駅
東
西
自
由
通
路
か
ら
庁
舎
を
直

結
し
、
滋
賀
県
の
玄
関
口
に
ふ
さ
わ
し
い

観
光
関
連
の
公
的
機
関
の
誘
致
を
図
り
、

テ
ナ
ン
ト
な
ど
の
商
業
施
設
や
庁
舎
利
用

者
の
た
め
の
立
体
駐
車
場
を
併
せ
持
つ
複

合
庁
舎
と
し
て
整
備
を
行
い
、
市
の
新
た

な
創
生
と
な
る
拠
点
を
目
指
し
ま
す
。

新庁舎の建設位置は、米原駅東口市有地とします

新幹線停車駅に隣接する立地条件を生か

し、滋賀県の玄関口にふさわしい魅力あ

る都市機能誘導拠点の形成が図れます。

１日に約１万人が利用する米原駅の潜在

能力を生かす複合庁舎を整備すること

で、駅周辺の新たなにぎわいと活力の創

造が図れます。

人口減少や高齢化を見据え、米原駅を中

心とする安全で安心な鉄道、バスなどの

公共交通軸の構築や活用が図れます。

現米原庁舎敷地は「魅力的な米原暮らし」

を全国に発信、提案できる区域として、

移住・定住を促進するため、住宅地への

転換を図るとともに、新庁舎建設の財源

として活用します。

複合庁舎の機能（例）
・議会機能　
・危機管理機能
・執務機能　
・窓口機能
・市民協働機能
・公的機関（観光関連等）

市
役
所

商
業
施
設

・医療、福祉、子育て支援施設等
・テナント（飲食店、小売店等）
・コンベンションホール　　　　など

米原駅

東口

西口

複合庁舎イメージ図

新庁舎建設位置
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―庁舎等整備基本構想―　

建
設
費
お
よ
び
財
源

新
庁
舎
の
整
備
に
係
る
概
算
建
設
費

は
、
各
種
調
査
費
、
設
計
費
等
を
含
め
て
、

約
50
億
円
と
な
る
見
込
み
で
す
。

建
設
費
お
よ
び
財
源
は
、
今
後
も
財
政

負
担
に
配
慮
し
、
十
分
検
討
を
行
う
も
の

と
し
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
合
併
特
例
債

(

※)

を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設

整
備
基
金
、
施
設
整
備
内
容
に
応
じ
た
国

の
補
助
金
活
用
な
ど
、
可
能
な
限
り
財
政

負
担
の
軽
減
を
目
指
し
た
計
画
と
し
ま

す
。仮

に
合
併
特
例
債
を
財
源
と
し
て
活
用

し
た
場
合
、
市
の
実
質
負
担
額
は
次
の
と

お
り
で
す
。

新庁舎の基本理念

「水源の里」としての個性と魅力を
受け継ぎ、未来へつなげる新たな拠点

整備理念

１ 未来につながる、

豊かな市民力を活
い

かす開かれた庁舎

２ 市民の安全、安心な暮らしを支える庁舎

３ 誰もが使いやすく、

人にやさしい快適な庁舎

４ 未来にわたり親しまれ、

効率的で人や社会と共に成長する庁舎

５ まいばらの自然環境の創造、

保全を推進する庁舎

市民説明会を開催します　

7月24日(金) 19時～ 市役所米原庁舎
２階　会議室２Ａ

7月25日(土)
10時～ 近江公民館　 １階　多目的ホール
14時～ 伊吹薬草の里文化センター　２階　視聴覚室
19時～ 山東公民館　 ２階　ホール

※ご都合にあわせて、各会場にお越しください。

基本構想の詳しい内容は、
市公式ウェブサイトをご覧く
ださい。

※合併した市町村に限り認められている市債（借入金）で
あり、対象事業費の95パーセントに充当できるととも
に、毎年度の返済時に利息を含めた返済金のうち70パ
ーセントが国から普通交付税として措置（市に入る）さ
れる有利な制度。平成32年まで発行できる市債です。

＊ケース１は、次年度から設計業務に着手する場合
＊ケース２は、民間資金等を導入した場合

新庁舎
建設費
①

約50億円

合併特例債※

②
(①×95％)

普通交付税
算入額
③

(②×70%)

市の
実質負担額
①－③

約47億円 約33億円 約17億円

今
後
の
事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

合
併
特
例
債
の
発
行
期
限
で
あ
る
平
成

32
年
度
ま
で
の
完
成
を
目
指
し
、
新
庁
舎

の
よ
り
具
体
的
な
整
備
方
針
を
示
す
建
設

基
本
計
画
の
検
討
と
併
せ
て
、
民
間
資
金

等
の
導
入
の
可
能
性
に
つ
い
て
調
査
を
行

い
、
よ
り
効
率
的
な
新
庁
舎
建
設
に
向
け

た
検
討
を
行
い
ま
す
。

今後の事業スケジュール


